
  

※ 第 3回 三者協議会の内容は別紙でご確認ください。 

  

                                                                                                                                       

 

 
         

＊＊＊＊＊  保育所名称の決定について ＊＊＊＊＊ 

平成 27年 6月 27 日（土）に第 3回三者協議会が開催さ

れ、平成 28 年 4 月以降の保育所名称は、法人から提案のあっ

た保育所名で調整していくことをご報告させていただきました。             

保育所名：「法善寺保育園」              

＊＊＊クラス名称に関するアンケートの実施について＊＊＊        

法人の提案、保護者の皆様からのご意見、三者協議会で出た

ご意見を踏まえた 5 つのクラス名称案について、保護者の皆様にア

ンケートを実施いたします。 

今回投票いただくアンケートの結果によりクラス名称を決定し、

三者協議会や民営化ニュースで改めてお知らせさせていただきま

す。ご協力の程よろしくお願いいたします。            

アンケート回答期限：平成 27 年 7 月 14 日(火) 

    

＊＊＊＊＊ 第 4回 三者協議会の開催について ＊＊＊＊＊ 

次回の三者協議会は、以下の日程で開催いたします。 

と き：平成 27 年 7 月 23 日（木） 

    午後 6 時 30 分から 

と こ ろ：柏原市立法善寺保育所  

内 容：(1) 保育クラス名のアンケート結果  

(2) 民営化に関する質疑応答  

(3) その他 

 保護者・法人・市の協議によって、一つ一つの事項を丁寧に決

定して参りたいと考えておりますので、積極的なご参加をよろしくお

願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

このニュースでは、柏原市が進めている公立保育所の民営化に

向けての取組について、随時お知らせしていきます。 

法善寺保育所民営化に関するご質問、お問い合わせは 

市役所 こども未来部 こども政策課  

ＴＥＬ：072-943-4811  ＦＡＸ：072-973-378２ 

※ 意見用紙（法善寺保育所民営化に関するご意見)を事務所

前の意見箱横に用意しておりますので、ご活用ください。 

 

 

柏原市立法善寺保育所   

第 11 号  こども政策課  2015．７．1 民営化ニュース 



  

 

第 3 回 法善寺保育所の民間保育園への移管に係る三者協議会（要点） 
 

【開催日時】 平成 27 年 6 月 27 日(土) 午前 10 時 00 分から 

【参加者】  保護者３名 
   

● 保育情報等の提供に係る同意書について 

先日お願いをした、法善寺保育所が管理する保育情報等を不易創造館へ提供することに関する

「同意書」について、本日までに全ての保護者から同意書をご提出いただきました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

● 保育所名称について 

保護者の皆様にご意見の募集を行ったところ、特にご意見をいただきませんでしたので、法人から提

案のあった「法善寺保育園」とする方向で調整させていただきます。 

● クラス名称について 

保護者の皆様にご意見の募集を行ったところ、様々なご意見をいただきました。法人の提案、保護

者からのご意見、三者協議会で出たご意見等、5 つのクラス名称案について、保護者の皆様にアンケ

ートを実施いたします。 

今回投票いただくアンケートの結果によりクラス名称を決定し、三者協議会や民営化ニュースで改め

てお知らせさせていただきます。なお、2歳児・3歳児以外のクラスは 1 クラスの想定ですが、入所する児

童数によりクラス数を追加する場合などは改めてアンケート等を実施させていただきます。 

● 質疑応答 

Q パート・時間外の先生方の継続雇用について 

 A (市) 保育士資格を有する職員については、正職等の雇用がある旨の案内をしており、法

人に採用説明会や採用試験を実施していただきます。本人の意思を尊重するため、無

理強いすることはできませんが、保護者の不安を少しでも取り除くため、積極的な採用

をお願いしています。 

(法人) 保育士資格を有しない職員の雇用については、お問い合わせもいただいており、現

在は検討中とさせていただいております。 

Q 法人が他に運営されている園の外観がどれも綺麗で統一されているような気がする。法善寺

についても同じような外観にされるのか。建物の改修はされるのか。 

 A (法人) 過去には要望があり、その地域の木材を利用して改修をしたことがあります。他に運

営している保育園では、保育室の壁を可動式の間仕切りにし、各クラスが交流でき

るような保育を積極的に取り入れています。今回の民営化に当たっては、法善寺保

育所の保育が実施できることを基本として、保護者の皆様の意見を参考に、施設の

ことも含めて作りあげていきたいと考えています。 

(市) 建物の改修としては、給食を自園で調理するための改修、調乳室の改修等を今年

度に検討しています。耐震化工事が済んだばかりなので、建替え等の大規模な改修は

しばらくできませんが、部分的な改修は来年度以降に法人にお願いすることになります。 

Q おやつは手作りになるのか。 

 A (法人) 手作りが基本となります。 

 

（裏面に続く） 



  

 

Q 給食費や制服等はどうなるのか。 

 A (法人) 給食について、外部搬入と自園調理ではできる献立が異なりますので、現在の外

部搬入の献立をそのまま踏襲するわけにはいきません。今後、三者協議会の場で議

論ができればと思っています。 

     制服や体操着を揃えることは考えていませんが、ご意見・ご提案が多ければ検討いた

します。 

(市) 民営化のお約束として、保育料以外の費用については、今入所されている子どもさん

が卒園するまでは、公立保育所における保育料以外の費用負担を基準とするようお願

いをしています。そのため、公立保育所の給食代が値上げとなれば、法善寺保育園につ

いても値上げになる可能性はありますが、原則として、全員一致で保護者の同意を得ら

れたもの以外は値上げや追加の費用徴収はありません。 

Q 今後、法善寺保育園のホームページなどで子どもの様子を掲載していただけるのか。 

 A (法人) 予定しております。なるべく多くの情報を保護者や地域の方々にも発信していきたい

と考えています。メールでご意見やご提案をいただくこともあり、たくさんのご意見を頂戴

できることはとても良いことだと思っていますので、なるべくオープンな形にできればと思っ

ています。 

Q 法善寺まつりの時にブース等を作成し、意見を募集してはどうか。 

 A (市) 楽しい雰囲気の中に堅い話をする場があっては全体の雰囲気を損なう可能性がありま

すので、慎重に検討いたします。 

Q 保護者会はそのまま存続されるのか。 

 A (法人) 基本的には、現在のものをそのまま引き継ぐことになります。運営している他の園では

民営化時に保護者会を解散することになりましたが、新たに立ち上げようとする動きが

あります。保育所はいかに利用者のニーズを反映していくか、ということが大事だと考え

ていますので、保護者会は大切な機関であると認識しております。 

Q プールや泥んこ遊びはそのまま継続されるのか。 

 A (法人) もちろん踏襲いたします。法人としては泥んこ遊びの研修会に参加するぐらい、子ども

さんにとって良いことだと思っていますので、是非とも実施していきたいと考えています。 

 

 

● 次回の開催日程について 

  以前に行ったアンケートでは、平日の夕方を希望される保護者もおられましたので、次回は平日の夕

方の開催で検討しております。行事の後に開催するなどしてより多くの保護者にご参加いただければと

思っています。  

 


